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（証券コード６９８９）

平 成２７年 ６ 月 ８ 日

株 主 各 位　  富 山 県 富 山 市 下 大 久 保３１５８番 地

北 陸 電 気 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長　津　  田　  信　  治

第８１回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第８１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。　
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、
平成２７年６月２５日（木曜日）午後５時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。
� 敬　具　

記
１．　日　　時　　平成２７年６月２６日（金曜日）午前１０時
２．　場　　所　　富山市堤町通り１丁目４番３号
　　　　　　　　野村證券株式会社富山支店５階ホール
　　　　　　　　（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．　株主総会の目的事項
　　報告事項　　⑴ 第８１期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）事業報告、連結計算書類

の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　　　　　　　⑵第８１期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）計算書類の内容報告の件
　　決議事項
　　　第１号議案　剰余金の処分の件
　　　第２号議案　定款の一部変更の件
　　　第３号議案　監査役２名選任の件

以　上　

　◎　�当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。

　◎　�次の事項につきましては、法令ならびに当社定款第１４条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブ
サイト（http://www.hdk.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがっ
て、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査した対象の
一部であります。

　　　　①連結計算書類の連結注記表
　　　　②計算書類の個別注記表
　◎　�招集通知添付書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を

インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hdk.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
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　事　　　業　　　報　　　告　

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

１．　企業集団の現況に関する事項

（１）事業の経過およびその成果
　　　　 　当連結会計年度の世界経済は、米国が緩やかに拡大したものの、欧州は足踏み状態と

なり、アジアは総じて弱含みで推移したため、全体としては緩慢な回復にとどまりました。

　　　　 　わが国におきましては、消費増税に伴い個人消費が落ち込み、その後の足取りも弱い

ものとなりました。

　　　　 　そのような環境下、エレクトロニクス市場におきましては、薄型テレビやパソコンの

需要は低迷が続きましたが、スマートフォンやタブレットなど携帯情報端末需要は引き

続き拡大し、カーエレクトロニクス需要も北米向けが増加しました。

　　　　 　こうした状況のなかで、当社グループ（当社および連結子会社）におきましては、情

報通信機器および車載向けを主体に、各品種総じて受注が堅調に推移しました。

　　　　 　その結果、当連結会計年度の経営成績は、円安による効果もあり、売上高４７，７９６百万

円（前期比＋１１．６％）、営業利益１，００３百万円（同＋２６０．４％）となりました。

　　　　 　また、さらなる円安進行に伴い、為替差益１，１１０百万円を営業外収益に計上したことか

ら、経常利益は、２，０９３百万円（同＋３５３．５％）となり、税制改正に伴う繰延税金資産の

取崩しを主因に法人税等調整額が１７４百万円（損）となったことなどから、当期純利益は、

１，５２１百万円（同＋７８８．２％）となりました。

　　　　 　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　　　　①　電子部品

　　　　　 　電子部品は、各品種総じて堅調に推移したことから、売上高は４２，４９９百万円（同＋

１２．４％）、営業利益１，８５３百万円（同＋７０．８％）となりました。

　　　　②　金型・機械設備

　　　　　 　金型・機械設備は、金型受注は増加したものの、機械装置が減速し、売上高７７３百万

円（同＋０．２％）、営業利益８０百万円（同△８．９％）となりました。

（添付書類）
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　　　　③　その他

　　　　　 　その他は、商品仕入及び不動産業等にかかる事業であり、売上高４，５２２百万円（同＋

６．７％）、営業利益６８百万円（同△２１．７％）となりました。

事　業　別 売　上　高 生　産　高

電 子 部 品

金 型・機 械 設 備

そ の 他

４２，４９９百万円

７７３　　　

４，５２２　　　

４２，６０１百万円

７５７　　　

−　　　

合　　　計 ４７，７９６　　　 ４３，３５９　　　

（注）　１．　各セグメント（事業）の主要な製品または業種は（７）主要な事業内容に記載しております。
　　　２．　売上高は外部顧客に対する売上高を記載しております。

（２）設備投資の状況
　　　　 　当連結会計年度の設備投資は、省力化および更新のための機械装置の取得を主体に行い、

全体では９７９百万円となりました。

（３）資金調達の状況
　　　　 　特記すべき事項はありません。

（４）対処すべき課題
　　　　 　携帯情報端末等成長分野および新興国市場への拡販、グローバル部材調達、海外生産

の拡大等を推進すること、およびMEMS技術を応用した新製品を投入することで、収益

性の向上と財務体質の強化を図ってまいります。
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（５）財産および損益の状況の推移
期　別

区　分
第７８期
平成２３年度

第７９期
平成２４年度

第８０期
平成２５年度

第８１期（当期）
平成２６年度

（連結経営指標）
　売上高  （百万円） ３８，６４５ ４５，０６０ ４２，８３３ ４７，７９６
　経常利益又は経常損失（△）（百万円） △ ５４３ ６０１ ４６１ ２，０９３
　当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △１，１６９ ４７０ １７１ １，５２１
　１株当たり当期純利益又は
　１株当たり当期純損失（△） 

（円．銭） △１３．１８ ５．５１ ２．０４ １８．１３

　総資産額  （百万円） ３５，３４２ ３６，１２４ ３５，２３７ ４０，８０８
　純資産額  （百万円） １１，４５１ １１，１７０ １２，３１２ １４，６５４
　１株当たり純資産額  （円．銭） １１１．２６ １２５．５５ １３７．３４ １６３．８７
（個別経営指標）
　売上高  （百万円） ３１，２８５ ３２，７７２ ３３，７２２ ３８，０７５
　経常利益又は経常損失（△）（百万円） △ ５１ ７５７ ９９７ １，８５８
　当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △ ７１４ △ １５９ ７２７ １，６０１
　１株当たり当期純利益又は
　１株当たり当期純損失（△） 

（円．銭） △ ８．０５ △１．８７ ８．６６ １９．０９

　総資産額  （百万円） ２８，３５１ ２８，６３７ ２８，８１８ ３３，４０１
　純資産額  （百万円） １０，４８６ ９，９２９ １０，４５２ １２，０４７
　１株当たり純資産額  （円．銭） １１８．２３ １１８．２１ １２４．５６ １４３．６７

（６）重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当  社  の
出資比率 主要な事業内容

北陸興産㈱ ８０百万円 １００％ 不動産の賃貸および保険代理業
朝日電子㈱ ５０百万円 １００％ チップ抵抗器の製造
ダイワ電機精工㈱ ８０百万円 ８９％ 金型の製造販売
HDKマイクロデバイス㈱ ４５０百万円 １００％ モジュール製品の製造
北電マレーシア㈱ １２５百万Ｍ＄ １００％ 回路基板の製造販売
上海広電北陸微電子㈲ ２７百万ＵＳ＄ ７０％ モジュール製品の製造販売
北陸電気（広東）㈲ ６百万ＵＳ＄ １００％ 抵抗器の製造
天津北陸電気㈲ ４百万ＵＳ＄ １００％ 電子デバイスの製造
北陸（上海）国際貿易㈲ ４百万ＵＳ＄ １００％ 電子部品の販売
北陸シンガポール㈱ １３百万Ｓ＄ １００％ 電子部品の販売
HDKタイランド㈱ １５２百万Baht １００％ モジュール製品の製造
（注）　 北電マレーシア㈱、上海広電北陸微電子㈲、HDKタイランド㈱の当社の出資比率のうち、間接所有

分はそれぞれ２１％、７０％、１００％であります。
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（７）主要な事業内容

事　業 主 要 製 品 ま た は 業 種

電子部品 抵抗器、モジュール製品、電子デバイス、その他の電子部品

金型・機械設備 金型製造業、機械製造業

その他 非直線素子の仕入販売、不動産賃貸業、保険代理業

（８）主要な営業所および工場

名　称 所　在　地 名　称 所　在　地

本社

東京営業所

大阪営業所

北関東営業所

西関東営業所

静岡営業所

北陸営業所

名古屋営業所

北陸興産㈱本社営業所

富山県富山市

東京都大田区

大阪府枚方市

埼玉県熊谷市

東京都日野市

静岡県静岡市

富山県富山市

愛知県名古屋市

富山県富山市

皮膜工場 富山県富山市

機構部品工場 　　  〃

高周波部品工場 　　  〃

PRC工場 富山県立山町

楡原工場 富山県富山市

圧電工場 　　  〃

HDKマイクロデバイス㈱ 　　  〃

朝日電子㈱本社工場 富山県朝日町

北電マレーシア㈱本社工場 マレーシアジョホール州

上海広電北陸微電子㈲本社工場 中国上海市

（注）　上記の他、販売子会社をアメリカ、シンガポール、中国、タイ、香港に、製造子会社を中国、タイ、フィ
リピンに有しております。

（９）従業員の状況
従業員数 前連結会計年度末比増減数

２，７８７名 １８５名減

（注）　当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。
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（１０）主要な借入先

借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 北 陸 銀 行 ３，３９１百万円

株 式 会 社 北 國 銀 行 １，４０５　　　

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 １，０６６　　　

株 式 会 社 富 山 銀 行 ９９７　　　

株式会社日本政策投資銀行 ７９０　　　

株式会社三菱東京 UFJ銀行 ５３３　　　

（注）　当連結会計年度末日の借入金残高を記載しております。

２．　会社の株式に関する事項

（１）発行可能株式総数　　　 ２５０，０００，０００株

（２）発行済株式の総数　　　　９２，５００，９９６株（うち自己株式８，６４５，６３１株）

（３）株主数　　　　　　　　　　　   ９，７２７名
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（４）大株主（上位１０名）

株　主　名
当社への出資状況

持株数 持株比率

株 式 会 社 北 陸 銀 行 　　３，３１４千株 　３．９５％

北 電 工 取 引 先 持 株 会 　　２，７３７　　 　３．２６　

北 電 工 従 業 員 持 株 会 　　２，２８２　　 　２．７２　

株 式 会 社 北 國 銀 行 　　２，１８３　　 　２．６０　

前 田 建 設 工 業 株 式 会 社 　　１，６４８　　 　１．９７　

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 　　１，４６５　　 　１．７５　

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 　　１，４４０　　 　１．７２　

株 式 会 社 富 山 銀 行 　　１，３９８　　 　１．６７　

野 村 正 也 　　１，１６９　　 　１．４０　

コ ー セ ル 株 式 会 社 　　１，１２６　　 　１．３４　

（注）　１．　当社は自己株式８，６４５千株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
　　　２．　持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（８，６４５千株）を除いて計算しております。

３．　会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．　会社役員に関する事項
（１）取締役および監査役の氏名等

会社における地位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 津
つ

　田
だ

　信
しん

　治
じ

北陸（上海）国際貿易㈲董事長

代表取締役専務 野
の

　村
むら

　和
かず

　雄
お

当社営業本部長

取　締　役 坂
さか

　本
もと

　重
しげ

　一
かず

税理士

取　締　役 谷
たに

　川
かわ

　　　聡
さとし

当社アドバンストデバイス開発本部長

取　締　役 多
た

　田
だ

　守
もり

　男
お

当社高周波部品事業本部長

取　締　役 小
お

　川
がわ

　明
あき

　夫
お

当社コアテクノロジー開発本部長

常勤監査役 神
かん

　田
だ

　　　充
みつる

監　査　役 北
きた

之
の

園
その

　雅
まさ

　章
ゆき

弁護士

監　査　役 松
まつ

　本
もと

　雅
まさ

　登
と

（注）　１．　取締役  坂本重一氏は、社外取締役であります。
　　　２．　監査役  北之園雅章氏、松本雅登氏は、社外監査役であります。
　　　３．　取締役  坂本重一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
　　　４．　監査役  北之園雅章氏は、弁護士の資格を有しております。
　　　５．　監査役  松本雅登氏は、長年金融機関に勤務され要職に携わってこられた経歴から、金融及び

経済に関して相当程度の知見を有しております。
　　　６．　取締役  坂本重一氏、監査役  北之園雅章氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。
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（２）当事業年度中の取締役および監査役の異動
　　　　①　就任
　　　　　・ 平成２６年６月２７日開催の第８０回定時株主総会において、小川明夫氏が取締役に選任

され、就任いたしました。
　　　　②　退任
　　　　　・ 平成２６年６月２７日開催の第８０回定時株主総会の時をもって、取締役  野村正也氏、

能登博文氏は退任いたしました。
　　　　③　当事業年度中の取締役の地位・担当の異動

氏　名 新 旧 異動年月日

坂 本 重 一 取締役 監査役 平成２６年６月２７日

（３）取締役および監査役の報酬等の総額
　　　　取締役　８名　 ８２百万円（うち社外　１名　　 ３百万円）
　　　　監査役　４名　 ２４百万円（うち社外　３名　　１０百万円）

（注）　１．　 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２．　 取締役の報酬限度額は、平成１８年６月２９日開催の第７２回定時株主総会において年額２００百万円

以内（ただし、使用人給与は含まない。）と決議いただいております。
　　　３．　 監査役の報酬限度額は、平成６年６月２９日開催の第６０回定時株主総会において年額４５百万円以

内と決議いただいております。

（４）社外役員に関する事項
　　　　①　 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との

関係
　　　　　　該当事項はありません。
　　　　②　 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該他の法人等との

関係
　　　　　・ 取締役  坂本重一氏は、中村留精密工業㈱の社外監査役であります。当社は中村留精

密工業㈱との間に特別な関係はありません。
　　　　　・ 監査役  松本雅登氏は、㈱ゴールドウィンおよび北陸電気工事㈱の社外監査役であり

ます。当社は㈱ゴールドウィンおよび北陸電気工事㈱との間に特別な関係はありません。
　　　　③　主要取引先等特定関係事業者との関係
　　　　　　該当事項はありません。   



− 　  −10 − 　  −

　　　　④　当事業年度における主な活動状況
　　　　　１）取締役会および監査役会への出席状況

取締役会出席回数 監査役会出席回数

取締役　坂本　　重一 １３回 ３回

監査役　北之園　雅章 １４回 １４回

監査役　松本　　雅登 １４回 １４回

（注）　１．　 取締役会は１４回開催されております。
　　　２．　監査役会は１４回開催されております。
　　　３．　取締役  坂本重一氏の監査役就任期間に監査役会は３回開催されております。

　　　　　２）取締役会における発言状況
　　　　　　　・ 取締役  坂本重一氏は、税理士としての専門的見地から主に財務・会計等に関し

発言を行っております。
　　　　　　　・ 監査役  北之園雅章氏は、法律の専門家として必要に応じて適切な発言を行って

おります。
　　　　　　　・ 監査役  松本雅登氏は、他社での経営の経験を活かして、主に金融・経済の見地

から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行って
おります。

５．　会計監査人の状況

（１）名　　称　　太陽有限責任監査法人

（２）当事業年度に係る報酬等の額

①当社が支払うべき報酬等の額
　公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

２５百万円

②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 ２５百万円

（注）　１．　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①当社が支
払うべき報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２．　当社の重要な子会社のうち、北陸（上海）国際貿易㈲、上海広電北陸微電子㈲は、当社の会計監
査人以外の監査法人の監査を受けております。
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（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　　　　 　当社は、会計監査人が継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象が発生し

た場合には、監査役会の決議に基づき、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程
する方針であります。

６．　業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
　　　　 　取締役の職務の執行が法令および定款に適合すること確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
　　　　⑴　 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制
　　　　　①　 「北陸電気工業グループ行動憲章」を定めコンプライアンス体制の整備及び維持を

図る。
　　　　　　　 日本語、英語、中国語で作成して当社海外子会社にも配布、当社グループの役員及

び従業員に対して遵守することを求める。内部監査部門として業務監査部を設置し、
内部統制システムが有効に機能していることを書類監査及び現地監査で確認する。

　　　　　②　 法令違反その他のコンプライアンスに関する従業員からの相談窓口を総務部、労働
組合、顧問弁護士等に設置する。

　　　　　③　 業務監査部は、監査役と連携を図り当社グループ全体の監査を行い法令遵守体制及
び社内報告体制の運用に問題があると認めるときは、被監査部門のみならず本社関
係部門並びに代表取締役及び監査役に報告する。

　　　　⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　　　　　 　取締役会の議事録、稟議書、報告書その他取締役の職務執行に係る情報については、

文書管理規定、情報セキュリティ規定等に基づき適切に保存及び管理する。
　　　　⑶　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
　　　　　①　 「緊急事態対応規定」を定め、事業に伴う各種のリスクを想定し、管理責任者を決

定し同規定に従ったリスク管理体制を構築する。「事業継続計画」を定め、危険発
生に対して速やかな事業継続体制を整備する。損失の危険が大きい場合は、代表取
締役を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外
部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最
小限に留める体制を整える。加えて、事後の再発防止策の策定も行う。

　　　　　②　 子会社に係る各種リスクの把握、分析、対応策を検討するとともに、当社担当部門
と連絡・連携し、リスクの予防と発生した場合の対処につき整備する。

　　　　⑷　 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
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　　　　　①　 当社グループ経営方針に基づき、事業本部、営業本部及び子会社が策定した年度計
画を審議し、年度予算を決定する。

　　　　　②　 取締役等の職務権限と担当業務を、「取締役会規則」「組織規定」「業務分掌規定」「職
務権限規定」等に基づき明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保
する。子会社においても職務権限と担当業務を明確にして、事業本部、営業本部と
連携のうえ職務の執行をする。

　　　　　③　 執行役員制度を導入し業務執行責任を明確にするとともに、取締役会では取締役及
び執行役員の業務執行状況の監督を行う。

　　　　⑸　 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　　　　　　 　「子会社管理規定」に基づき、各子会社は当社へ決裁申請、各種報告等を行う。ま

た代表取締役、取締役、監査役、執行役員が参加し四半期毎に開催される「トップヒ
アリング」に海外子会社の取締役等を必要に応じて招聘し業務執行状況その他経営上
の問題の報告を受ける。国内子会社の取締役等は、取締役会、経営戦略会議、及びそ
の他の重要な会議に参加して事業執行状況や問題等を当社に報告をする。

　　　　⑹　 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項

　　　　　　 　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、業務監査部に所
属する使用人に職務を補助することを委任する。

　　　　⑺　 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性確
保に関する事項

　　　　　①　 業務監査部の人事・組織の変更については予め監査役会の同意を必要とする。
　　　　　②　 委任を受けた当該使用人が業務監査部の業務を兼務する場合は、監査役に係る業務

を優先して従事するものとする。
　　　　⑻　 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が当社監査役に報告するための体制その他

の監査役への報告に関する体制
　　　　　①　 当社グループの取締役等及び使用人は、当社監査役から業務に関して報告を求めら

れた場合は遅滞なく報告する。また、当社グループの業務又は業績に影響を与える
重要な事項を知った場合は監査役に遅滞なく報告する。

　　　　　②　 「苦情処理規定」を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他
コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。

　　　　　③　 監査役に報告を行った者に当該報告を行ったことを原因として不利な取扱をするこ
とを禁止する。

　　　　⑼　監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　　　　　　 　監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求があった場合に

は当該請求にかかる費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場
合を除きこれに応じる。
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　　　　⑽　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　　　　①　 監査役が経営戦略会議や取締役会その他重要な会議に出席する等、経営課題や業務

運営上の重要課題について代表取締役、取締役、執行役員等と意見交換を行う機会
を確保する。

　　　　　②　 監査役会は、業務監査部から内部監査の報告を受けるとともに、代表取締役と協議
のうえで特定の事項について経理部門その他当社各部門に監査への協力を依頼する
ことができる。

　　　　⑾　財務報告の信頼性を確保するための体制について
　　　　　①　 財務報告を適正に行うため、規定及び手順等を定め財務報告に係る内部統制の体制

整備と有効性向上を図る。
　　　　　②　 ガバナンス室は財務報告に係る内部統制に対して定期的に監査を行い、内部統制の

有効性について評価し、是正や改善の必要があるときは、速やかに代表取締役及び
監査役に報告するとともに当該部門はその対策を講じる。

　　　　⑿　反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況について
　　　　　①　 市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては毅然として対

応する。
　　　　　②　 反社会的勢力排除に向けては、本社総務部門を対応部署と定め、警察や外部専門機

関との連絡体制を構築し、情報の収集を行う。行動規範、マニュアル等を作成し社
内連絡体制を周知徹底する。

７．　 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する
基本方針

　　　　⑴　基本方針の内容
　　　　　　 　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務

および事業の内容や当社グループの企業価値の根源および当社のステークホルダーと
の信頼関係を十分に理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続
的に確保し、向上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。

　　　　　　 　もとより、当社は、大規模買付者の行う大規模買付行為であっても、その具体的な
条件・方法等によっては、必ずしも当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく
損なうものではないと考えており、かかる買付けを一律に否定するものではありませ
ん。また、これを受入れて大規模買付行為に応じるか否かの判断は、最終的には個々
の株主の皆様の自由な意思に委ねられるべきものと考えております。

　　　　　　 　大規模買付行為は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を
与えうるだけの支配権を取得するものであり、当社グループの企業価値ひいては株主
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共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。しかしながら、近時の、
わが国の資本市場においては、買収内容を判断するために必要な合理的な情報・期間
や、企業買収の対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意形成のプロセスを経る
ことなく、突如として一方的に大規模買付行為を強行するといった動きがなされる可
能性も決して否定できません。

　　　　　　 　大規模買付行為の中には、株主の皆様に対して当該大規模買付けに関する十分な情
報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主
の皆様が当該大規模買付けの条件・方法等の検討を行ったり、当社取締役会が代替案
の提案等を行うための十分な時間が確保されないものや、その他真摯に合理的な経営
を行う意思が認められないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し
く損なう大規模買付行為もないとはいえません。

　　　　　　 　このような当社グループの企業価値または株主共同の利益に資さない大規模買付者
は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、当社は、
このような者による大規模買付行為に対しては、大規模買付者による情報提供、当社
取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企
業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に
対する対抗措置を準備しておくことも、当社の取締役としての責務であると考えてお
ります。

　　　　⑵　基本方針の実現に資する取組み
　　　　　①　当社グループの事業運営の基本的な考え方
　　　　　　　 　当社は、「誠実をもって仕事に励む」「責任を自覚しお互いに協力する」「良い製

品をつくり社会の発展につくす」という創業以来のものづくりの精神に基づき、時
代のニーズに適合した製品を開発・提供することにより当社グループの企業価値を
安定的かつ継続的に向上させていくことが株主共同の利益の実現に資するものと考
え、経営に取組んでおります。

　　　　　　　 　加えまして、経営の透明性、公平性を高め、株主の皆様をはじめ当社グループの
お取引先・仕入先・金融機関・従業員・地域社会等のステークホルダーとの良好な
関係を築き、長期的かつ安定的な収益の確保をはかり、企業価値を高めて社会的使
命を果たすよう努めております。

　　　　　②　経営方針と達成施策
　　　　　　ａ　MEMS事業の拡大
　　　　　　　　 　当社は皮膜固定抵抗器の製造からスタートした会社です。近年まで抵抗器関連

製品を事業の中心に展開してまいりましたが、「センサとモジュールのHDK」、
さらには ｢センサ・イノベーション｣ の方針のもとで高機能・高付加価値事業へ
の転換を進めております。

　　　　　　　　 　経営方針におきましては、当社グループが世界市場の最先端で戦える強みのあ
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る技術に経営資源を傾注し、事業の核のひとつとして収益力の強化、持続的発展
につなげる計画であります。MEMS技術を使ったセンサについては、３軸加速
度センサをはじめ、フォースセンサ、圧力センサ等を展開していますが、今後は
MEMS技術応用による高機能化に取組みソフトウエア企業や素材企業とのコラ
ボレーション等を通じて開発の早期化を進展させてまいります。

　　　　　　ｂ　実装事業のグローバル展開による拡大
　　　　　　　　 　実装事業については２０１０年に実施したＭ＆Ａを通じて、製造拠点は国内の他、

中国（上海、広東）、タイ、フィリピンの５拠点とし、グローバル市場に対応で
きる生産体制を整備いたしました。

　　　　　　　　 　携帯情報端末、車載用部品、医療・ヘルスケア等の分野の事業拡大と取引先の
海外展開への対応をふまえ、外資系ユーザーの開拓を含めて、新しい市場を取り
込んでゆく計画です。そのために、アジア・アセアン地区への営業力強化を図り、
海外売上高比率をさらに引き上げる計画を策定しております。

　　　　　　ｃ　新製品の創出
　　　　　　　　 　新興国における需要増加、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末

の生産台数増大にいかに対応するかが成長の鍵となっております。また当社とし
ては新規市場となる医療・ヘルスケア、省エネ、新エネルギー関連、環境等の分
野において新製品を創出しビジネスを展開する計画を策定しております。

　　　　　　　　 　人材の育成、補強、研究開発体制の充実、営業力強化により今後の事業の創出
に取組んでまいります。

　　　　　　ｄ　企業価値を高め、社会的な使命を果たす
　　　　　　　　 　持続的な利益成長に加え、技術力、取引先との信頼関係、人的資産等を企業力

の根源と認識し、多様なステークホルダーに対する適正な還元を通じて、企業と
しての社会的な使命を果たします。

　　　　　　　　 　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題のひとつとして位置付け早
期の増配そして財務体質の強化を勘案しながら自己株式の取得など積極的に取組
んでまいりました。

　　　　　　　　 　また、当社は、中期的展望に立って経営資源の拡充に努め、透明感をもった経
営を実践することにより、企業価値の最大化にグループあげて取組んでまいります。

　　　　　③　 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み

　　　　　　　 　当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる
ことを目的として、平成２０年６月２７日開催の当社第７４回定時株主総会において、
当社の株式の大規模買付行為に関する対応策を導入しておりましたが、平成２６年６
月２７日開催の第８０回定時株主総会において、有効期間を平成２９年６月に開催予定
の当社定時株主総会終結の時までとする、当社の株式の大規模買付行為に関する対
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応策（以下、「本施策」といいます。）を継続いたしました。
　　　　　　　 　本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を２０％以上とすることを目的と

する当社株式等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保有割合
が２０％以上となる当社株式等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付
行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）を対象
とし、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株
主および当社取締役会による判断のための情報提供と、当社取締役会による検討・
評価の期間の付与を要請し、大規模買付行為に対して当社がとりうる大規模買付対
抗措置として、会社法その他の法令によって認められる相当な対抗措置の発動を決
議しうることを前提として、その発動の要件を、大規模買付者が大規模買付ルール
を遵守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企業価値または
株主共同の利益が著しく毀損される場合に限定することといたしました。本施策に
もとづき大規模買付対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により
決定されますが、当社取締役会の判断の客観性および合理性を担保するため、当社
の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外監査役または社外有識者か
ら構成される独立委員会を設置し、その意見を最大限尊重することといたしました。

　　　　　　　 　なお、本施策の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成２６年５月
２８日付発表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継
続のお知らせ」をご覧ください。

　　　　⑶　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
　　　　　①　基本方針の実現に資する取組み（上記⑵①②の取組み）について
　　　　　　　 　上記⑵①②に記載した企業価値向上のための取組みは、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上させるための具体的方策として策
定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。したがって、これらの取
組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　　　　　②　 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支
配されることを防止するための取組み（上記⑵③の取組み）について

　　　　　　　 　本施策は、⑵③および当社ホームページに掲載の平成２６年５月２８日付発表資料
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続のお知らせ」に
記載のとおり、その内容において、当社の基本方針に沿うものであり、かつ、当社
取締役会の判断の客観性・合理性を担保するための工夫がなされ、さらに、当社グ
ループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上の目的をもって継続
されるものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成２７年３月３１日現在）

（単位：百万円）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流　　動　　資　　産 ２６，０９４ 流　　動　　負　　債 １６，４８５

現 金 及 び 預 金 ４，７９６ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ９，６３２
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 １２，６５９ 電 子 記 録 債 務 ２９７
商 品 及 び 製 品 １，４７０ 短 期 借 入 金 ４，６１７
仕 掛 品 ２，２８３ 未 払 法 人 税 等 １３３
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 ２，７２８ 賞 与 引 当 金 ３１１
繰 延 税 金 資 産 ４３８ そ の 他 １，４９２
そ の 他 １，７２０ 固　　定　　負　　債 ９，６６８

貸 倒 引 当 金 △ ２ 長 期 借 入 金 ４，００７
固　　定　　資　　産 １４，７１３ 再評価に係る繰延税金負債 ３４４
有 形 固 定 資 産 １０，６２２ 退 職 給 付 に 係 る 負 債 ４，６３１
建 物 及 び 構 築 物 ３，１３９ そ の 他 ６８５
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ４，２２４ 負　　債　　合　　計 ２６，１５３

土 地 ２，９１８ （純 資 産 の 部）
そ の 他 ３３９ 株　　主　　資　　本 １１，３７８

無 形 固 定 資 産 ２８３ 資 本 金 ５，２００
投資その他の資産 ３，８０７ 資 本 剰 余 金 ５，１０８
投 資 有 価 証 券 １，７１４ 利 益 剰 余 金 ２，２０８
繰 延 税 金 資 産 １，３２１ 自 己 株 式 △１，１３８
退 職 給 付 に 係 る 資 産 ７ その他の包括利益累計額 ２，３６２

そ の 他 ８１８ その他有価証券評価差額金 ４２７
貸 倒 引 当 金 △ ５５ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ ０

土 地 再 評 価 差 額 金 ６６７
為 替 換 算 調 整 勘 定 １，４８１
退職給付に係る調整累計額 △ ２１４

少 数 株 主 持 分 ９１３

純 資 産 合 計 １４，６５４

資　産　合　計 ４０，８０８ 負債・純資産合計 ４０，８０８

（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：百万円）

科　　目 金　額

売 上 高 ４７，７９６
売 上 原 価 ４１，４８３

売 上 総 利 益 ６，３１３
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ５，３１０

営 業 利 益 １，００３
営 業 外 収 益 １，３４８
受取利息及び受取配当金 ８５
為 替 差 益 １，１１０
そ の 他 １５３
営 業 外 費 用 ２５８
支 払 利 息 １０９
そ の 他 １４８

経 常 利 益 ２，０９３
特 別 利 益 ３００
固 定 資 産 売 却 益 ４
補 助 金 収 入 ２８３
そ の 他 １３
特 別 損 失 ５０９
固 定 資 産 売 却 損 １１
減 損 損 失 １１
固 定 資 産 除 却 損 ７７
固 定 資 産 圧 縮 損 ２８３
海外子会社税務関連損失 ５８
そ の 他 ６８

税金等調整前当期純利益 １，８８４
法人税、住民税及び事業税 １５４
法 人 税 等 調 整 額 １７４

少数株主損益調整前当期純利益 １，５５５
少 数 株 主 利 益 ３４
当 期 純 利 益 １，５２１

（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：百万円）

株　主　資　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合　　計

当 期 首 残 高 ５，２００ ５，１０８ １，００６ △１，１２８ １０，１８５

　会計方針の変更による累積的影響額 △ ７３ △ ７３
会計方針の変更を反映した当期首残高 ５，２００ ５，１０８ ９３２ △１，１２８ １０，１１１
当 期 変 動 額 － － １，２７６ △ ９ １，２６７

剰 余 金 の 配 当 △ ２５１ △ ２５１
当 期 純 利 益 １，５２１ １，５２１
自 己 株 式 の 取 得 △ ９ △ ９
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 ７ ７
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純額）

当 期 末 残 高 ５，２００ ５，１０８ ２，２０８ △１，１３８ １１，３７８

その他の包括利益累計額
少数株主
持　　分

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

繰　　　延
ヘッジ損益

土地再評価
差　額　金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

当 期 首 残 高 １４１ △ １ ６３９ ７０５ △ １４６ ７８８

　会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高 １４１ △ １ ６３９ ７０５ △ １４６ ７８８
当 期 変 動 額 ２８６ １ ２８ ７７５ △ ６７ １２４

剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純額） ２８６ １ ２８ ７７５ △ ６７ １２４

当 期 末 残 高 ４２７ △ ０ ６６７ １，４８１ △ ２１４ ９１３

（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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（要約）連結キャッシュ・フロー計算書
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：百万円）

科　　　目 金　額

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 １，８８４
　減価償却費 １，７０１
　減損損失 １１
　売上債権の増加額 △３，６２２
　たな卸資産の増加額 △ ８６１
　仕入債務の増加額 ２，１６１
　その他 △ ５８６
　　営業活動によるキャッシュ・フロー ６８７

投資活動によるキャッシュ・フロー
　固定資産の取得による支出 △１，０４０
　投資有価証券の取得による支出 △ ３
　その他 △ １３
　　投資活動によるキャッシュ・フロー △１，０５７

財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増額 ７８２
　長期借入金の純減額 △ ４５７
　自己株式の取得による支出 △ ９
　配当金の支払額 △ ２５１
　その他 △ １４４
　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ ８０

現金及び現金同等物に係る換算差額 ５２５
現金及び現金同等物の増加額 ７５
現金及び現金同等物の期首残高 ３，３８５
　　現金及び現金同等物の期末残高 ３，４６０

（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（平成２７年３月３１日現在）

（単位：百万円）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流　　動　　資　　産 １５，４２１ 流　　動　　負　　債 １３，５０６
現 金 及 び 預 金 ８９３ 電 子 記 録 債 務 ２９７
受 取 手 形 １２０ 買 掛 金 ７，６７２
売 掛 金 １０，１３７ 短 期 借 入 金 ３，８６１
商 品 及 び 製 品 １１５ 未 払 法 人 税 等 ６９
仕 掛 品 ５３５ 未 払 金 ７０４
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 ４ 賞 与 引 当 金 ２１０
繰 延 税 金 資 産 ３２３ そ の 他 ６８９
未 収 入 金 ２，５０９ 固　　定　　負　　債 ７，８４７
そ の 他 ８０２ 長 期 借 入 金 ３，９６３
貸 倒 引 当 金 △ ２０ 再評価に係る繰延税金負債 ３４４
固　　定　　資　　産 １７，９８０ 退 職 給 付 引 当 金 ３，３３８
有 形 固 定 資 産 ４，７０６ そ の 他 ２０１
建 物 ９９１ 負　　債　　合　　計 ２１，３５４
構 築 物 ８３ （純 資 産 の 部）
機 械 及 び 装 置 １，４２６ 株　　主　　資　　本 １１，２５６
車 両 運 搬 具 ３ 資 本 金 ５，２００
工 具、 器 具 及 び 備 品 １６４ 資 本 剰 余 金 ５，１０８
土 地 ２，０３６ 資 本 準 備 金 ４６２

無 形 固 定 資 産 １９４ そ の 他 資 本 剰 余 金 ４，６４５
投資その他の資産 １３，０８０ 利 益 剰 余 金 ２，０８６
投 資 有 価 証 券 １，６４８ 利 益 準 備 金 ２０７
関 係 会 社 株 式 ９，３０５ そ の 他 利 益 剰 余 金
長 期 貸 付 金 ７０６ 繰 越 利 益 剰 余 金 １，８７９
繰 延 税 金 資 産 １，０８３ 自 己 株 式 △１，１３８
そ の 他 ５４８ 評 価・換 算 差 額 等 ７９１
貸 倒 引 当 金 △ ２１３ その他有価証券評価差額金 ４１４

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ ０
土地再評価差額金 ３７６

純 資 産 合 計 １２，０４７

資　産　合　計 ３３，４０１ 負債・純資産合計 ３３，４０１

（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：百万円）

科　　目 金　額

売 上 高 ３８，０７５

　　売 上 原 価 ３４，５５４

売 上 総 利 益 ３，５２１

　　販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ３，０４０

営 業 利 益 ４８０

営 業 外 収 益 １，６６５

　　受 取 利 息 及 び 配 当 金 ３３３

　　為 替 差 益 １，０７４

　　そ の 他 ２５８

営 業 外 費 用 ２８６

　　支 払 利 息 ７５

　　そ の 他 ２１１

経 常 利 益 １，８５８

特 別 利 益 ２９０

　　補 助 金 収 入 ２８３

　　そ の 他 ７

特 別 損 失 ３８５

　　減 損 損 失 １１

　　固 定 資 産 除 却 損 ６１

　　固 定 資 産 圧 縮 損 ２８３

　　そ の 他 ２９

税 引 前 当 期 純 利 益 １，７６３

　　法人税、住民税及び事業税 １３０

　　法 人 税 等 調 整 額 ３１

　　当 期 純 利 益 １，６０１

（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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（注）　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：百万円）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

利　益
準備金

そ　の　他
利益剰余金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 ５，２００ ４６２ ４，６４５ １８２ ６０９ △１，１２８ ９，９７１
　会計方針の変更による累積的影響額 △ ６１ △ ６１
会計方針の変更を反映した当期首残高 ５，２００ ４６２ ４，６４５ １８２ ５４７ △１，１２８ ９，９０９
当 期 変 動 額 － － － ２５ １，３３１ △ ９ １，３４７
　剰 余 金 の 配 当 ２５ △ ２７６ △ ２５１
　当 期 純 利 益 １，６０１ １，６０１
　自 己 株 式 の 取 得 △ ９ △ ９
　土地再評価差額金の取崩 ７ ７
　株主資本以外の項目の
　当 期 変 動 額（純額）  

当 期 末 残 高 ５，２００ ４６２ ４，６４５ ２０７ １，８７９ △１，１３８ １１，２５６

評価・換算差額等

そ の 他
有価証券
評　　価
差 額 金

繰　延
ヘッジ
損　益

土　地
再評価
差額金

当 期 首 残 高 １３４ △ １ ３４８
　会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高 １３４ △ １ ３４８
当 期 変 動 額 ２８０ １ ２８
　剰 余 金 の 配 当
　当 期 純 利 益
　自 己 株 式 の 取 得
　土地再評価差額金の取崩
　株主資本以外の項目の
　当 期 変 動 額（純額） ２８０ １ ２８

当 期 末 残 高 ４１４ △ ０ ３７６
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
北陸電気工業株式会社  平 成 ２７年 ５ 月２１ 日

　取　締　役　会 御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員　
業 務 執 行 社 員　公認会計士　泉　　　淳　一  ㊞
指定有限責任社員　
業 務 執 行 社 員　公認会計士　大和田　　　淳  ㊞

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、北陸電気工業株式会社の平成２６年４月１日
から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、北陸電気工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
北陸電気工業株式会社  平 成 ２７年 ５ 月２１ 日

　取　締　役　会 御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員　
業 務 執 行 社 員　公認会計士　泉　　　淳　一  ㊞
指定有限責任社員　
業 務 執 行 社 員　公認会計士　大和田　　　淳  ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、北陸電気工業株式会社の平成２６年
４月１日から平成２７年３月３１日までの第８１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第８１期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　 　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

　 　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
業務監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取
締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３
号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　一　 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
　　二　 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
　　三　 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、内部統制システム

に関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め指摘すべき事項は認めら
れません。

　　四　 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第
１１８条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう
ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　平  成 ２７  年  ５  月 ２５  日
北陸電気工業株式会社監査役会

常勤監査役　　　　　　神　田　　　充  ㊞
社外監査役　　　　　　北之園　雅　章  ㊞
社外監査役　　　　　　松　本　雅　登  ㊞
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株主総会参考書類
議案およびその参考事項

　第１号議案　剰余金の処分の件
　　 　当社は、期末配当につきましては、財務基盤の強化と株主の皆様への利益還元を両立すべく、

業績、当社グループを取巻く経営環境、将来の事業展開に備えた内部留保および安定配当の維
持を総合的に勘案することを基本方針としています。このような方針のもと当事業年度の期末
配当等につきましては、当事業年度の業績および今後の経営環境を勘案いたしまして、下記の
とおりといたしたいと存じます。

　　　期末配当に関する事項
　　　　⑴　配当財産の種類
　　　　　　金銭といたします。
　　　　⑵　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　　　　当社普通株式１株につき金４円、総額　３３５，４２１，４６０円
　　　　⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　　　平成２７年６月２９日といたしたいと存じます。
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　第２号議案　定款の一部変更の件
　　１．　変更の理由
　　　⑴ 　取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議

によって法令の定める範囲で責任を免除できる旨、ならびに業務執行取締役等でない取締
役および監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定として、定款第３０条（取締役
の責任免除）および第４１条（監査役の責任免除）を新設するものであります。

　　　⑵ 　定款第３０条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ており
ます。

　　　⑶　上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
　　２．　変更の内容
　　　　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款 変　　更　　案

第４章　取締役および取締役会

（新設）

第４章　取締役および取締役会
（取締役の責任免除）
第３０条　 当会社は、会社法第４２６条第１項の規

定により、取締役会の決議によって、
同法第４２３条第１項の取締役（取締役
であった者を含む。）の責任を法令の
限度において免除することができる。

　　２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の規
定により、業務執行取締役等でない取
締役との間に、同法第４２３条第１項の
責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく責
任の限度額は、法令が規定する額とす
る。
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現　行　定　款 変　　更　　案

第５章　監査役および監査役会
第３０条～第３９条　（条文省略）

（新設）

第４０条～第４７条　（条文省略）

第５章　監査役および監査役会
第３１条～第４０条（現行どおり）

（監査役の責任免除） 
第４１条　 当会社は、会社法第４２６条第１項の規

定により、取締役会の決議によって、
同法第４２３条第１項の監査役（監査役
であった者を含む。）の責任を法令の
限度において免除することができる。 

　　２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の規
定により、監査役との間に、同法第
４２３条第１項の責任を限定する契約を
締結することができる。ただし、当該
契約に基づく責任の限度額は、法令が
規定する額とする。

第４２条～第４９条（現行どおり）
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　第３号議案　監査役２名選任の件
　　 　本定時株主総会終結の時をもって監査役　北之園雅章氏ならびに松本雅登氏の任期が満了

となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　　　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　　 　監査役候補者は次のとおりであります。

　監 査 役 候 補 者　

候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の
株 式 の 数

１
北
きた

之
の

園
その

　雅
まさ

　章
ゆき

（昭和３４年８月２４日生）

昭和６３年４月　弁護士登録
　　　　　　　松尾綜合法律事務所入所
平成９年６月　当社監査役　現在に至る
平成１５年４月　松尾綜合法律事務所退所
平成１５年５月　東京あおい法律事務所代表
平成２１年１１月　桜川綜合法律事務所代表
　　　　　　　現在に至る

１，０００株

２
宮
みや

　本
もと

　雅
まさ

　憲
のり

（昭和２８年２月２１日生）

昭和５２年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１７年４月　同行融資第二部長
平成１８年６月　同行執行役員
平成２０年６月　同行退職
　　　　　　　堤地所株式会社代表取締役社長
平成２６年６月　 株式会社ホクタテ会長兼立山国際ホテル株式会

社取締役会長
　　　　　　　現在に至る

０株

（注）　１．　監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
　　　２．　北之園雅章氏、宮本雅憲氏は社外監査役の候補者であります。
　　　３．　社外監査役候補者の選任理由
　　　　　◎ 北之園雅章氏は、弁護士として専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただいておりま

す。また、同氏は当社社外監査役としての年数は１８年間であります。
　　　　　◎宮本雅憲氏は、新任の監査役候補であります。
　　　　　　 宮本雅憲氏には、長年、金融機関に勤務されかつ重要な役職に携わってこられた経歴から主に金融・経

済の見地から監査機能の発揮を期待しております。
　　　４．　 北之園雅章氏、宮本雅憲氏が社外監査役に選任された場合、第２号議案　定款の一部変更の件が承認可

決されることを条件として、当社は、会社法第４２７条第１項により、両氏との間で、同法第４２３条第１項
の責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が
規定する額といたします。

− 　  −
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